
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

かわねほんちょう

赤い羽根共同募金運動が始まります 

例年、赤い羽根共同募金運動へのご理解と

ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

今年度も、赤い羽根共同募金運動が１０月

１日から１２月３１日までの３か月間、全国

一斉に実施されます。 

川根本町社協では、令和４年９月に発生し

た台風１５号の災害により、初めて災害ボラ

ンティアセンターを開設しました。 

赤い羽根共同募金の助成をいただき、被災

住民のさまざまな困りごとの把握やボラン

ティアの調整・派遣などを行うことができま

した。ありがとうございました。 

つながりをたやさない地域福祉推進のた

め、日々の生活を支える活動が展開されます 

よう、今年度もたすけあいの赤い羽根共同募

金運動へのご協力をよろしくお願い申し上

げます。 

社会福祉法人静岡県共同募金会 

川根本町共同募金委員会 
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社会福祉法人川根本町社会福祉協議会 

「社協」とは、社会福祉協議会の略称です。 

〒４２８－０４１５ 川根本町上岸９０番地 

電話 ５９－２３１５ ／ FAX ５９－４１３９ 

ホームページ URL http://kh-syakyo.com/ 

メールアドレス（代表） kawahon-shakyo1@kh-syakyo.jp 

川根本町社協 検 索 

↑社協ホームページ ↑社協フェイスブックページ 

この社協だよりの作成には、皆さまからお寄せいただきました社協会費が使われています。 

 



 

 

◎福祉サービスの充実 

●多様な福祉サービスの充実、権利擁護事業の実施 

 各貸付事業、生活困窮者自立支援事業、日常生活自立支

援事業、３市１町市民後見人養成事業 

◎福祉サービスの利用促進 

●情報提供の充実、相談体制の充実 

新聞折込（28回）・Facebook掲載等（9回）、各相談

所（福祉総合相談、よろず相談、無料弁護士相談）の相

談実績（計 56件）、相談対応基礎講座（1回） 

 

  
社会福祉法人川根本町社会福祉協議会 

基本理念【ぬくもりとふれあい～だれもが健やかに暮らせるふるさとづくり～】 

基本理念の実現に向けて、第４次川根本町地域福祉活動計画（令和４年度～令和８年度）では、「共に支え

合う地域づくり」、「安心して生活できる環境づくり」、「生活を支える基盤づくり」を基本目標とし、あらゆる

場面において、この３つの柱を念頭において事業を展開しました。 

 

◎地域福祉に関する意識の醸成 

●広報・啓発活動の充実 
 かわねほんちょう社協だよりの発行（4回）、ホームペー

ジへの掲載（5回）、Facebooｋへの掲載（81回） 

●地域における福祉教育の充実 

 出前講座（中学校２回）、認知症サポーター養成研修（中

学校２回）、福祉教育推進連絡会の開催（1回） 

 

 

 

 

 

 

 

◎地域で支え合う体制の構築 

●交流機会の創出と充実 

 イベントを通じた交流事業（奥大井ふるさと祭り） 
●地域行事への参加促進 

 福祉用具・レクリエーション用具貸出（135件） 

●地域における見守り体制の整備 

 サロンや居場所活動への助成（27グループ）、訪問活動

（5回） 

 

 

 

 

 

 

◎地域を支える担い手づくり 

●ボランティア活動の推進 

 ボランティア連絡会（2回）、サロン・居場所活動グルー

プ代表者会議（2 回）、運転ボランティアフォローアッ

プ講座（1回）、託児ボランティア養成講座（1回）、災

害ボランティアコーディネーター養成講座（2 回）、災

害ボランティアセンター立上げ運営訓練（1 回）、ボラ

ンティア活動保険の助成 

 

 

 

 

 

 

●関係団体との連携の強化 

 民生委員児童委員協議会、いきいきクラブ連合会、手を

つなぐ育成会、遺族会への活動支援 

 
 

◎安心・安全な生活環境の整備 

●防災体制の充実 
災害ボランティアコーディネータースキルアップ講座 

（1回）、静岡県総合防災訓練（1回）、川根本町との

協定書の締結、建設機械等レンタル基本契約書の締結、

資機材の整備、台風 15号に関する支援活動、交通安全

研修（2回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎生活しやすい環境の整備 
●ユニバーサルデザインの推進 
出前講座（中学校 2回） 

 

 

 

 

 

 

 

●外出・移動手段の確保 

外出支援サービス事業 

車両貸出（79件）、 

運転ボランティアフォ 

ローアップ講座（1回） 

1 

共に支え合う地域づくり 安心して生活できる環境づくり 

生活を支える基盤づくり 



 

 

 

 

 

 

 

 
●居宅介護支援事業 

●通所介護事業（本川根デイサービスセンター、中川根デ

イサービスセンター） 

 

 

 

 

◎社協事業の基盤保持 

事業財源の確保、拠点施設（福祉センター）の管理、法人組織の運営 

 

◎社協事業の基盤強化 

管理者会議の開催、赤い羽根共同募金助成事業・歳末たすけあい募金助成事業の実施、関係会議・研修等への参加 

 
●就労継続支援 B型事業所 

（みどりの丘、みどりの丘えまつ） 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜収入内訳＞ 

項  目 金 額（円） 

① 会費収入 1,477,500 

② 補助金収入 32,911,982 

③ 受託金収入 12,236,172 

④ 共同募金配分金収入 3,031,972 

⑤ 寄付金収入 368,594 

⑥ 介護保険事業収入 116,403,605 

⑦ 障害福祉サービス等事業収入 24,020,037 

⑧ 就労支援事業収入 3,809,265 

⑨ その他の収入 23,841,283 

⑩ 前期末支払資金残高 29,619,081 

＜支出内訳＞ 

項  目 金 額（円） 

① 地域福祉事業支出 46,126,806 

② 福祉センター事業支出 4,544,823 

③ 介護保険事業支出 136,029,953 

④ 就労継続事業支出 28,696,217 

令和４年度事業・収支決算報告 

【資金収支計算書】 収入合計  ２４７，７１９，４９１ 円 

支出合計  ２１５，３９７，７９９ 円 

差引残高   ３２，３２１，６９２ 円 

 

＜収入＞ 

＜支出＞ 

皆さまからお寄せいただきました会費・寄付金は、本会の貴重な活動財源として、川根本町

の地域福祉の推進のため、ボランティア活動や福祉教育推進、福祉総合相談事業等に活用させ

ていただきました。多くのご支援を賜り、誠にありがとうございました。 

２ 
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②13％ 
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⑥47％ 

④1％ 

⑤0％ 

⑦10％ 
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⑨10％ 

⑩12％ 

①21％ 
②２％ 

③64％ 

④13％ 

高齢者福祉サービスの充実 障がい者福祉サービスの充実 

基盤保持と基盤強化への取り組み 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【寄付金の部】 ・匿名希望３名様（高郷区、千頭西区、小長井区） 

【寄付物品の部】 ・川根茶業青年団 様 ・後藤 勝 様 

善意銀行事業 

日 程 相 談 名 時 間 会場 

10 月 18 日（水） 

よろず行政相談 9：00～11：30 

文化会館（小長井） 

11 月 15 日（水） 山村開発センター（上長尾） 

12 月 13 日（水） 文化会館（小長井） 

    

10 月 25 日（水） 
弁護士による 

法律相談 
10：00～15：00 

山村開発センター（上長尾） 

11 月 29 日（水） 福祉センター（上岸） 

12 月 20 日（水） 山村開発センター（上長尾） 

 

報告期間 2023 年 5 月 1 日～2023 年 8 月 20 日 

 

 
 ※担当相談員がみなさんの相談に応じ、秘密厳守のもと問題解決に努めます。 

 ※いずれの相談も無料です。ただし、法律相談のみ予約が必要です。 

 

各相談所開設のお知らせ（202３年１０月～１２月） 

◆利用時間◆ 

＊午前８時から午後５時まで（日曜・年末年始を除く） 

◆利 用 料◆ 

＊無料（但し、返却時に使用分の給油とその代金をご負担頂きます。） 

◆利用対象者◆ 

＊町内在住の歩行が困難な車いす生活者、高齢者、障がい者等（ご利用には運転

免許証を有する運転手の手配が必要です。） 

 福祉車両（車いす対応軽自動車）をご利用ください。 
川根本町社協では、歩行が困難な車いす生活者、高齢者、障がい者等の外出支援として、福祉車両の無料

貸出しを行っています。 

ご利用については、お電話にてご予約後、原則として、使用したい日の前３日までに申請書の提出が必

要となります。 

また、高齢や疾病等の理由により、その運転が困難な場合は、家族等に代わって運転を代行する運転ボ

ランティアの活動がありますので、まずは川根本町社協へお気軽にお問合せください。 

令和４年９月に発生した台風第１５号に関わる支援活動につきまして、町内外から多くのボランティア

活動、物品寄付によるご支援、ご協力をいただき、誠にありがとうございました。 

３月３０日をもってボランティアの派遣を完了し、４月１０日に支援活動を終了 

いたしました。技術系ボランティア「OPEN JAPAN」の皆さまには、主に重機 

を使った復旧活動を１０月から４月まで継続して行っていただきました。 

心より感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

台風第１５号に関わる災害ボランティア活動報告 

困りごと 

４３件 

活動者（延べ） 

２７８名 

ボランティア登録者 

３５名 

川根本町災害ボランティアセンター実績 


